
















(3) 漁場の区域
次のア、イ、ウ、エ 及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域

ア 基点区第23号（山本郡八峰町岩館四等三角点上の標識をいう。以下同じ。）から 311度00分180メ ー トルの
点

イ 基点区第23号から309度00分158メ ー トルの点
ウ 基点区第23号から275度18分211メ ー トルの点
エ 基点区第23号から293度48分281メ ー トルの点

3 地元地区 山本郡八峰町八森
4 制限又は条件

(1) 漁具の敷設中昼間にあっては当該漁場区域のア、イ、ウ及びエの位置に漁業の名称、漁業権者名を記入した
方40センチメ ー トル以上の赤色の布地を水上1. 5メ ー トル以上の高さに、夜間にあっては照明標識を設置しな
ければならない。

(2) 幹綱及び幹綱止め施設は、海中にあるものでも漁場区域内に敷設しなければならない。
(3) 漁業時期を越えて漁具を設置してはならない。

5 存続期間 平成31年1月1日から平成35年12月31日まで
6 申請期間 平成30年9月28日から同年11月22日まで
7 免許予定H 平成31年1月1日
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